
国税庁は、コロナワクチンの職域接種に係る税務上の
取り扱いをＦＡＱで公表しています。

◆法人税の取り扱い
企業が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの職

域接種を行う場合、市町村からワクチン接種に係る業務
の委託料の支払いが行われますが、接種会場施設の使用
料、接種会場での備品のリース費用、接種会場での臨時
スタッフの人件費など、これらの費用が市町村から支給
される委託料を上回るケースも考えられます。これらの
費用は、社内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を
防止し、今後の業務遂行上の著しい支障の発生を防止す
るものですので、企業の業務遂行に必要な費用の負担と
考えられ、法人税法上の寄附金又は交際費等には該当し
ないこととなります。
職域接種の対象に、従業員と同居する親族、関連会社

の従業員等、取引先の従業員等、接種会場の近隣住民を
追加する場合であっても、この取り扱いは同じです。

◆所得税の取り扱い
上記の職域接種にかかる費用が、その接種を受けた従

業員に対する給与となることもありません。接種を受け
た者が従業員以外の者であっても、所得税の課税対象と
なることはありません。
また、接種会場までの交通費を支給する場合について

は、職務命令に基づき出張する場合の「旅費」と同等と
考えられますので、接種会場への交通費として相当な額
であれば非課税となります。
さらに、役員及び従業員についてデジタルワクチン接

種証明書の交付の費用を企業が負担した場合、業務遂行
上必要であると認められるときは、その取得費用の負担
は従業員に対する給与に該当しないとしています。

◆消費税の取り扱い
ワクチンの接種事業に関し、市町村と医療機関との間

で委託契約を締結し、市町村から医療機関に対し委託料
が支払われます。この委託料は「ワクチンの接種事業」
を行うという役務の提供の対価であり、消費税の課税対
象取引となります。
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いつもお世話になっております。

暦では夏の終わりと申しながら、まだまだ暑い日がつづきますね。
夏の疲れが出てくる頃です。体調管理には充分気をつてお過ごしください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。



税務カレンダー（2021年9月税務）

9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税
額の納付

9月30日
●7月決算法人の確定申告＜法人税・消費
税・地方消費税・法人事業税・（法人事
業所税）・法人住民税＞
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ご
との期間短縮に係る確定申告＜消費税・
地方消費税＞
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮
に係る確定申告
＜消費税・地方消費税＞

●1月決算法人の中間申告＜法人税・消費
税・地方消費税・法人事業税・法人住民
税＞（半期分）
●消費税の年税額が400万円超の1月、4
月、10月決算法人の3月ごとの中間申告
＜消費税・地方消費税＞
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、
7月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告（5月決算法人は2ヶ月
分）
＜消費税・地方消費税＞

緊急事態宣言で取引先が時短営業などをした影響で売り上げが半減した事業者を対象
とする「月次支援金」について、国は７月分までとなっている対象期間を８月分まで
延長することを決めました。７月12日から東京都に緊急事態宣言が再発令されたこと
を受けたもの。同支援金の期間延長は７月分に続き２度目となります。

月次支援金は、取引先の飲食業者などが時短要請や休業したことを受けて、前年か
前々年の同月から売上が50％以上減少した事業者に対し、各月最大20万円を支援す
るというもの。今回新たに追加された８月分は、それまでの４カ月分と同様に、収入
減を条件に最大20万円を支給します。

月次支援金を申請する上でのポイントは、収入減少の判定を各月ごとに行うという
点です。前身に当たる一時支援金では対象期間３カ月のうちいずれかの１カ月で前年
より売上が５割減少していたら３カ月分の支援金を受け取れましたが、月次支援金で
は収入判定を各月ごとに判断することになります。

なお月次支援金については、審査に大幅な遅れが生じ、過去の分もいまだ振り込ま
れていないという事業者が多いのが現状です。この点につき高井たかし衆院議員は自
身のツイッターで、「（経済産業省に確認したところ、）6月16日の申請初日に申請
が殺到したためその審査がまだ終わっていない。ただ一時支援金の支給が８割方終
わったため今後は月次支援金に人員を振り向け支給を急ぐ（とのこと）」と報告しま
した。

月次支援金、８月分も支給対象に



死亡した近親者がどの会社のどのような保険に加入していたかを一括して照会で
きる新たな制度が７月にスタートしました。これまでは親が死んでどのような保
険に加入しているか分からないときは、各保険会社に別々に問い合わせなければ
なりませんでした。生命保険協会に窓口が一本化されたことにより、今後は故人
の保険の加入状況の把握が容易になります。また死亡以外に、認知症による判断
能力の低下時や、自然災害などによって保険契約の有無が分からなくなった時に
も利用が可能です。

新たな仕組みは、「死亡時」、「認知判断能力が低下した時」、「災害による
家屋等の焼失や流出で契約の存在が不明となった時」の３つのケースで、本人や
家族の依頼に応じて、生命保険協会が一括して加盟社42社に契約を確認するもの。
死亡時であれば、保険金を請求可能かどうかも確認できるとのことです。

照会は生命保険協会のウェブサイトか書類の郵送によって行い、利用料は１回
当たり3000円。ただしそれ以外にも、災害時を除いて確認書類として戸籍や所
定の診断書などの提出が求められるため、別途の費用がかかることになりそうで
す。また調査依頼から結果が分かるまではおおよそ２週間とされています。

注意したいのは、照会できるのは契約の有無のみで、契約内容の詳細調査や請
求手続きの代行などは行われない点です。もし調査の結果なんらかの契約があり、
請求可能な状態となっているのであれば、そこからは自身で手続きを進める必要
があります。

故人の加入保険を一括照会


